
資料１

　

区分 その他
案　件　概　要

共　　　通

件名
東京2025世界陸上競技選手権大会における

会場運営等に係る実施計画策定及び運営業務委託 契約方法が競争入札以外の場合の理由

入札・契約手続き等確認結果

所管部署
業務室会場調整部会場調整課

FA：Venue Management

契約主体 公益財団法人東京2025世界陸上財団

契約方法
競争入札

（一般競争入札・総合評価方式）

内　　容

【目的】
　大会で使用する各会場の諸室配置や各ステークホルダーの動
線、什器の設置、観客対応等の大会運営に関する実施計画を作
成するとともに、それに基づく会場運営等を実施する。

【主な業務内容】
〇実施計画の作成
　基本計画を基に、大会時の運営マニュアルとして使用でき
る、より詳細な実施計画の作成
○会場運営等の実施
　実施計画に基づき、会場運営や観客サービス、メディア対
応、競技運営補助等の業務を実施

【契約方法】
　入札価格に加えて、本業務の履行能力等を総合的に判断して
落札者を決定するため、総合評価方式の一般競争入札を採用

【契約期間】
　契約確定の日の翌日から令和７年12月26日まで

契約締結前付議理由

付議基準



契約・調達案件　個別確認表（契約手続実施前）

案件名 東京2025 世界陸上競技選手権大会における会場運営等に係る実施計画策定及び運営業務委託
契約方式 総合評価方式

確認内容 備　考
契約手続きの適正性

発注組織での意思決定プロセスの
手続きが適正に取られたものであるこ
と

●本案件は、公益財団法人東京2025世界陸上財団での意思決定プロセスに沿って、事業執行の決定が行われ
ていることを確認した。

大会経費として妥当なものであること

●本案件は、東京2025世界陸上競技選手権大会の準備・運営における会場運営等に係る事業であり、財団の
役割に基づく業務内容であることを確認した。

●運営・準備等に必要な項目であり、対象経費として妥当であることを確認した。

事業執行にあたり、仕様書の内容が
適切なものであること

●業務内容が簡潔、詳細かつ正確に記載されていることを確認した。

●業務履行上の費用負担が明記されていることを確認した。

●成果品の内容、納品数、納品期限等が具体的に記載されていることを確認した。

予算執行が適正なものであること ●大会の準備・運営を進めていくにあたり、適正な予算執行であることを確認した。

予定価格が妥当なものであること ●定められた労務単価や市場価格等を参考に、予定価格を適切に算出していることを確認した。

公費の対象として適切なものであるこ
と ●東京の価値向上に資する大会開催に向け、必要な環境整備を行う経費であることを確認した。

契約方式の精査・確認

契約方式が妥当なものであること ●価格面のみならず、業務の履行に必要な資格経験、履行体制、政策的評価項目などの技術面を総合的に評
価して契約相手方を決定する方式が妥当であることを確認した。

確認の視点



資料２

　

入札・契約手続き等確認結果

所管部署
競技運営室競技運営部競技運営課

FA：Event Presentation,Medal Ceremony

契約主体 公益財団法人東京2025世界陸上財団

契約方法
競争入札

（一般競争入札・総合評価方式）

内　　容

【目的】
　大会が観客や選手にとって記憶に残る大会となるよう、観客
の盛り上げにつながる効果的な演出や開閉会式、表彰式を実施
する。

【主な業務内容】
〇イベントプレゼンテーション
　会場における競技前の観客盛り上げや選手入場時の演出等に
係る実施計画の作成と運営
○開閉会式
　開会式及び閉会式に係る実施計画の作成と運営
○表彰式
　表彰式及びインスタントメダルの授与に係る実施計画の作成
と運営

【契約方法】
　入札価格に加えて、本業務の履行能力等を総合的に判断して
落札者を決定するため、総合評価方式の一般競争入札を採用

【契約期間】
　契約確定の日の翌日から令和７年12月26日まで

契約締結前付議理由

付議基準

区分 その他
案　件　概　要

共　　　通

件名
東京2025世界陸上競技選手権大会イベント

プレゼンテーション等実施計画策定及び運営業務委託 契約方法が競争入札以外の場合の理由



契約・調達案件　個別確認表（契約手続実施前）

案件名 東京2025世界陸上競技選手権大会イベントプレゼンテーション等実施計画策定及び運営業務委託
契約方式 総合評価方式

確認内容 備　考
契約手続きの適正性
発注組織での意思決定プロセスの
手続きが適正に取られたものであるこ
と

●本案件は、公益財団法人東京2025世界陸上財団での意思決定プロセスに沿って、事業執行の決定が行われ
ていることを確認した。

大会経費として妥当なものであること

●本案件は、東京2025世界陸上競技選手権大会の準備・運営におけるイベントプレゼンテーション等に係る事業
であり、財団の役割に基づく業務内容であることを確認した。

●運営・準備等に必要な項目であり、対象経費として妥当であることを確認した。

事業執行にあたり、仕様書の内容が
適切なものであること

●業務内容が簡潔、詳細かつ正確に記載されていることを確認した。

●業務履行上の費用負担が明記されていることを確認した。

●成果品の内容、納品数、納品期限等が具体的に記載されていることを確認した。

予算執行が適正なものであること ●大会の準備・運営を進めていくにあたり、適正な予算執行であることを確認した。

予定価格が妥当なものであること ●定められた労務単価や市場価格等を参考に、予定価格を適切に算出していることを確認した。

公費の対象として適切なものであるこ
と ●東京の価値向上に資する大会開催に向け、必要な環境整備を行う経費であることを確認した。

契約方式の精査・確認

契約方式が妥当なものであること ●価格面のみならず、業務の履行に必要な資格経験、履行体制、政策的評価項目などの技術面を総合的に評
価して契約相手方を決定する方式が妥当であることを確認した。

確認の視点



資料３

　

入札・契約手続き等確認結果

所管部署 業務室宿泊輸送部宿泊輸送課
FA：Transport, Arrivals & Departures, Visas

契約主体 公益財団法人東京2025世界陸上財団 〇令和６年３月19日に締結したスポンサー契約（カテゴリー：
旅行代理店及びトラベルパッケージサービス）により供給優先
権を有する事業者と契約・調達細則22条に基づき特別契約を締
結する。

契約方法
スポンサー供給優先権に基づく特別契約

（特命随意契約）

内　　容

【目的】
　大会における輸送や出入国を円滑かつ効率的に実施するた
め、大会関係者（選手、ＷＡ関係者、メディア等）への車両の
運行・管理、各会場や空港での案内誘導、ビザ申請の書類作
成・送付などの業務を委託する。

【主な業務内容】
〇輸送業務
　輸送実施計画の作成、バス・備品の調達、車両の運行・管
理、輸送デスクの運営など
○出入国業務
　運営マニュアルの作成、スタッフ確保・備品調達、ウェルカ
ムデスクの運営など
○ビザ業務
　ビザ申請マニュアル（日・英版）の校正、ビザ申請書類の作
成・送付、問合せ対応など

【契約期間】
　契約締結日から2025年12月19日まで

契約締結前付議理由

付議基準

区分 その他
案　件　概　要

共　　　通

件名
東京2025世界陸上競技選手権大会における

輸送等業務委託 契約方法が競争入札以外の場合の理由



契約・調達案件　個別確認表（契約手続実施前）

案件名 東京2025世界陸上競技選手権大会における輸送等業務委託
契約方式 特別契約（特命随意契約）

確認内容 備　考
契約手続きの適正性
発注組織での意思決定プロセスの
手続きが適正に取られたものである
こと

●本案件は、公益財団法人東京2025世界陸上財団での意思決定プロセスに沿って、事業執行の決定が行わ
れていることを確認した。

大会経費として妥当なものであること

●本案件は、東京2025世界陸上競技選手権大会の準備・運営における輸送等に係る事業であり、財団の役割
に基づく業務内容であることを確認した。

●運営・準備等に必要な項目であり、対象経費として妥当であることを確認した。

事業執行にあたり、仕様書の内容が
適切なものであること

●業務内容が簡潔、詳細かつ正確に記載されていることを確認した。

●業務履行上の費用負担が明記されていることを確認した。

●成果品の内容、納品数、納品期限等が具体的に記載されていることを確認した。

予算執行が適正なものであること ●大会の準備・運営を進めていくにあたり、適正な予算執行であることを確認した。

予定価格が妥当なものであること ●定められた労務単価や市場価格等を参考に、予定価格を適切に算出していることを確認した。

公費の対象として適切なものである
こと ●東京の価値向上に資する大会開催に向け、必要な環境整備を行う経費であることを確認した。

契約方式の精査・確認

契約方式が妥当なものであること ●競争入札によらずその事業者以外には契約の履行ができない等の理由により特定の事業者を指定する方式が
妥当であることを確認した。

確認の視点



資料４

　

入札・契約手続き等確認結果

所管部署
競技運営室競技運営部競技運営課

FA：Team Services

契約主体 公益財団法人東京2025世界陸上財団 〇令和６年３月19日に締結したスポンサー契約（カテゴリー：
旅行代理店及びトラベルパッケージサービス）により供給優先
権を有する事業者と契約・調達細則22条に基づき特別契約を締
結する。

契約方法
スポンサー供給優先権に基づく特別契約

（特命随意契約）

内　　容

【目的】
　チーム・リーダーズ・サイト・ビジットに係る、視察・会議
参加者の宿泊予約並びに会場視察に必要な車両手配を行う。

【主な業務内容】
○宿泊関連業務
　・宿泊予約の受付及び変更対応
　・宿泊施設との調整
　・宿泊料等の徴収及び精算
　・査証申請代行及び申請書類の郵送（問合せ対応含む）
○車両手配及び運行計画の策定
○到着時空港における受け入れ業務

【契約期間】
　契約締結日から令和７年４月30日まで

契約締結前付議理由

付議基準

区分 その他
案　件　概　要

共　　　通

件名
東京2025世界陸上競技選手権大会における

チーム・リーダーズ・サイト・ビジット開催に伴う
宿泊管理等及び視察対応に係る業務委託

契約方法が競争入札以外の場合の理由



契約・調達案件　個別確認表（契約手続実施前）

案件名 東京2025世界陸上競技選手権大会におけるチーム・リーダーズ・サイト・ビジット開催に伴う宿泊管理等及び
視察対応に係る業務委託

契約方式 特別契約（特命随意契約）

確認内容 備　考
契約手続きの適正性
発注組織での意思決定プロセスの
手続きが適正に取られたものである
こと

●本案件は、公益財団法人東京2025世界陸上財団での意思決定プロセスに沿って、事業執行の決定が行わ
れていることを確認した。

大会経費として妥当なものであるこ
と

●本案件は、東京2025世界陸上競技選手権大会の準備・運営におけるチーム・リーダーズ・サイト・ビジットに係
る事業であり、財団の役割に基づく業務内容であることを確認した。

●運営・準備等に必要な項目であり、対象経費として妥当であることを確認した。

事業執行にあたり、仕様書の内容
が適切なものであること

●業務内容が簡潔、詳細かつ正確に記載されていることを確認した。

●業務履行上の費用負担が明記されていることを確認した。

●成果品の内容、納品数、納品期限等が具体的に記載されていることを確認した。

予算執行が適正なものであること ●大会の準備・運営を進めていくにあたり、適正な予算執行であることを確認した。

予定価格が妥当なものであること ●定められた労務単価や市場価格等を参考に、予定価格を適切に算出していることを確認した。

公費の対象として適切なものである
こと ●東京の価値向上に資する大会開催に向け、必要な環境整備を行う経費であることを確認した。

契約方式の精査・確認

契約方式が妥当なものであること ●競争入札によらずその事業者以外には契約の履行ができない等の理由により特定の事業者を指定する方式が
妥当であることを確認した。

確認の視点



資料５

　

所管部署
業務室業務開発部業務開発課

FA：Marketing

契約主体 公益財団法人東京2025世界陸上財団

契約方法 競争入札（一般競争入札）

内　　容

〇スポンサーシップ（企業協賛）を通じて、世界陸上の収入確保を図るた
め、スポンサーシップ権を販売する。

〇契約方法は、「公募などの透明性の高いオープンで新しい手法を採用す
る」との販売方針のもと、一般競争入札を原則として採用する。
（カテゴリーごとに公募の上、協賛金額による入札を実施し、協賛基準額
（予定価格）以上の価格で、最高の価格を提示した者と契約締結）

【カテゴリーの対象となる製品／サービス】
（１）オフィスビル、商業施設、流通施設及びマンションのための用地
　　　取得を含む開発
（２）オフィスビル、商業施設、流通施設及びマンションの販売及び賃
　　　貸、並びに、運営管理

【供給優先権によって発生する調達（予定）】
　なし

【契約期間】
　契約締結日から令和７年12月21日まで

【協賛基準額（予定価格）】
　３００，０００，０００円（税抜）

入札・契約手続き等確認結果

東京2025世界陸上プリンシパルサポーター
スポンサーシップ契約（不動産開発）

区分 その他

件名

案　件　概　要

共　　　通 契約締結前付議理由

付議基準



収入案件　個別確認表（契約手続実施前）

案件名
契約方式 競争入札（一般競争入札）

確認内容 備　考
契約手続の適正性

財団での意思決定プロセスの手続き
が適正に取られたものであること

●本案件は、公益財団法人東京2025世界陸上財団での意思決定プロセスに沿って、契約手続の決定が行わ
れていることを確認した。

公募カテゴリーが適切であること
●本案件は、カテゴリーリリース契約に則ったカテゴリーであることを確認した。

●カテゴリーの対象となる製品／サービスが明確に記載されていることを確認した。

販売プロセスが適切であること ●「スポンサーシップ販売方針」に従い、適切な販売プロセスがスケジュールされていることを確認した。

優先供給権の内容が適切に示され
ていること

●供給優先権の対象となる調達が見込まれる場合、調達の概要が適切に示されていることを確認した。

●調達の入札が同時でない場合、調達の入札を同時に実施しない適切な理由を確認した。

募集方式の精査・確認

募集方式が妥当なものであること
●公募を原則として入札手続を行うことを確認した。

●特定の企業に有利／不利な公募内容となっていないことを確認した。

確認の視点

東京2025世界陸上プリンシパルサポータースポンサーシップ契約（不動産開発）



ネットワーク構築に係るWAとの協定締結について

⃝ 大会運営にかかるネットワーク構築については、EOA及びテクノロジーガイドライン等により、
WAと世界陸上財団の各々の構築範囲が規定されており、WAが構築する範囲の費用についても世界陸上財団
が負担することが定められている。

⃝ そのため、WAと世界陸上財団の二者において、それぞれの役割分担と、世界陸上財団が負担する費用等を
定めた協定を締結する。

概要概要

協定の概要協定の概要

⃝ 協定期間 ： 締結日から２０２５年９月２４日まで

⃝ 署名者 ： 尾縣会長、ジョン・リジョンCEO

⃝ 協定金額 ： ￡530,000（約1億円） ※￡1＝190円換算

⃝ 役割分担 ： 次ページ参照
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ネットワーク構築に係るWAとの協定締結について

役割分担の概要役割分担の概要

過去大会の知見を活かせるネットワークのコア部分の構築をWAが担い、
開催地固有の対応が必要な競技場内のケーブル敷設や、インターネット回線等の調達は世界陸上財団が担う。

⃝WA
・サーバ、ルータ、スイッチ等のネットワーク関連機器調達
・国立競技場内の機器の設定、監視及びこれらに係る設計

⃝世界陸上財団
・国立競技場及び関連会場（ウォームアップ会場、ホテル、ロード競技等）の

Wi-Fi機器、インターネット回線の調達
・ネットワークケーブルの敷設、ネットワーク関連機器の設置・運用・撤去及びこれらに係る設計

ネットワーク関連機器の設置イメージ



世界陸上財団オフィス賃貸借について

大会に向けて職員の増加に伴い、適切な執務環境を整備し大会準備を迅速に進めるため、
当財団の主たる事務所と同建物・同フロアでの拡張となる以下物件の賃貸借契約を行う。

契約概要

賃貸借契約

賃借物件 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE5階(新宿区霞ケ丘町４番２号)
契約面積 95㎡

契約期間 2024年10月〜2025年３月 ※2025年４月以降は再契約を予定

賃貸人 (公財)日本スポーツ協会、 (公財)日本オリンピック委員会
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OA環境構築・保守運用業務委託にかかる契約変更について

現在の契約について

○ 増床に伴い無線LAN環境を整備するため、既存契約を変更し、WiFiアクセスポイントを増設

○ 現契約はJSOS事務室における①無線LAN環境構築②M365テナント構築③セキュリティソフト設定
④各ソフトウェアライセンス調達という４項目から構成されるOA環境構築全般に関する契約
⇒今回の契約変更では①無線LAN環境構築に係るWiFiアクセスポイントの設置数のみの変更

○ 変更による追加経費：1,200,000円(概算・税込）（元契約の6％)

契約件名 ：OA環境構築・保守運用業務委託
契約期間 ：2023年6月29日〜2026年3月31日
契約金額 ：19,716,400円（税込）
契約相手方：ソフトバンク株式会社

契約変更について
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